
 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第26回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月１日（月） 13時 20分から16時 50分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）佛性委員（部会長）、竹内委員、樽谷委員、氷室委員 

 （総務省）城野次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金10件、厚生年金〔脱退手当金〕

１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきか、また、被保険者が脱退手当金を受給しているかなどについて審議を

行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点がある

かなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案１件及び年金記録の訂正の必要はないとするもの９件、厚生年金事案（脱

退手当金に係る申立て）について年金記録の訂正の必要はないとするもの１件

を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第５部会は、12月８日（月）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第12部会（第９回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 1日（月）   13時 30分から 16時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）児玉委員（第12部会長）、小西委員、渡邊委員、北山委員 

（総務省）中川第二部長、山下次長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金９件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

 

（２）あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 8日（月）に開催することになった。 

 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第26回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月２日（火）  13時 30分から 17時 15分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西委員（第８部会長）、草尾委員、谷山委員 

（総務省）中川第二部長、平原主任調査員ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金９件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点が有るかなどについて、議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の決定 

国民年金案件12件について審議し、５件についてあっせん案を、７件について訂正

不要案を決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、12月９日（火）に開催することになった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第10部会（第26回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月２日（火） 13時 30分から16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第 1会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、松本委員 

 （総務省）桜沢事務室長、辻﨑主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案５件、納付記録の訂正は必要ないとするもの３件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第10部会は12月９日（火）13時 30分から開催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第２６回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成２０年１２月３日（水） 13時 30分から17時 10分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第１部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、山下委員 

 （総務省）福田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金１０件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3) 次回の第９部会は、１２月１０日（水）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第11部会（第10回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月３日（水） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、田中委員、吉岡委員、桐山委員 

 （総務省）竹下次長、深堀主任調査員、平尾主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

審議案件のうち１件については、申立人から口頭意見陳述を受け、その内容を踏ま

え審議を行った。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3)次回の第11部会は、12月 10日（水）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第26回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月４日（木） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 第三者委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員(第６部会長)、石谷委員、櫻井委員、高熊重勝委員 

 （総務省）田所総務部長、森本調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、被

保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立

を認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回の部会においても、引き続き、申立案件の審議を継続することとされた。 

 

⑵ 部会として国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせん案４件を

審議し、決定した。また、４件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂正の必

要はないと判断した。 

 

⑶ ⑵ 次回の第６部会は12月 11日（木）13時 30分から開催することとなった。 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第26回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月５日（金） 13時 30分から17時 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第２部会：島川委員(部会長）、那須委員、中井委員、小牧委員 

 （総務省）次長、班長ほか 

 

４．議題 

 (1)申立案件の審議 

 (2)あっせん案等の決定 

  

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金５件、国民年金５件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金６件、国民年金４件） 

厚生年金６件及び国民年金４件は、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定

した。 

(3) 次回は、12月 12日（金）午後１時30分から、当委員会会議室において開催するこ

ととなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第26回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月５日（金）   ９時 30分から 12時 15分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野委員（第４部会長）、河村委員、角田委員、矢野委員 

（総務省）中川第二部長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金４件、国民年金６件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

⑵  あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件７件について、１件は年金記録を訂正する必要があると、

６件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

⑶  部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 10日（水）に開催することになった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第27回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月８日（月） 13時 30分から16時 20分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）樽谷委員（部会長代理）、竹内委員、氷室委員、中川委員 

 （総務省）城野次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金９件、うち脱退手当金に関す

るのも７件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、厚生年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案１件（脱退手当金に関するもの）及び年金記録の訂正の必要はないとする

もの８件（うち脱退手当金に関するもの４件）を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第５部会は、12月 15日（月）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第12部会（第10回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月８日（月） 13時 00分から16時 20分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）児玉委員（第12部会長）、小西委員、渡邊委員、北山委員 

（総務省）中川部長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金９件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

なお、申立案件のうち１件については、申立人からの口頭意見陳述を受け、その内

容を踏まえて審議を行った。 

 

（２）あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件５件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 15日（月）13時 30分から開催することになった。 

 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第27回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月９日（火）  13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西委員（第８部会長）、塩委員、草尾委員、谷山委員 

（総務省）中川第二部長、平原主任調査員ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金11件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点が有るかなどについて、議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の決定 

国民年金案件９件について審議し、４件についてあっせん案を、５件について訂正

不要案を決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、12月 16日（火）に開催することになった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第10部会（第27回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月９日（火） 13時 30分から16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第 1会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）早澤委員（部会長代理）、佛性委員、竹本委員、松本委員 

 （総務省）桜沢事務室長、辻﨑主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案５件、納付記録の訂正は必要ないとするもの３件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第10部会は12月 16日（火）13時 30分から開催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第27回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 10日（水）   13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  第２会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野委員（第４部会長）、河村委員、角田委員、矢野委員 

（総務省）中川第二部長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金３件、国民年金７件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

⑵  あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件４件について、２件は年金記録を訂正する必要があると、 

２件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。また、国民年金に係る申立案件７

件について、年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

⑶  部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 17日（水）に開催することになった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第２７回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成２０年１２月１０日（水） 13時 30分から16時 45分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第１部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、山下委員 

 （総務省）福田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金１０件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件７件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3) 次回の第９部会は、１２月１８日（木）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第11部会（第11回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 10日（水） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、田中委員、吉岡委員、植田委員 

 （総務省）竹下次長、深堀主任調査員、平尾主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件１件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件８件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3)次回の第11部会は、12月 17日（水）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第27回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 11日（木） 13時 00分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 第三者委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員(第６部会長)、石谷委員、櫻井委員、高熊重勝委員 

 （総務省）森本調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金11件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、被

保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立

を認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回の部会においても、引き続き、申立案件の審議を継続することとされた。 

 

⑵ 部会として国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせん案３件を

審議し、決定した。また、５件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂正の必

要はないと判断した。 

 

⑶ ⑵ 次回の第６部会は12月 18日（木）13時 30分から開催することとなった。 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第27回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 12日（金） 13時 30分から17時 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第２部会：島川委員(部会長）、那須委員、中井委員、小牧委員 

 （総務省）次長、班長ほか 

 

４．議題 

 (1)申立案件の審議 

 (2)あっせん案等の決定 

  

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金６件、国民年金４件） 

厚生年金６件(継続案件１件を含む)及び国民年金４件の審議に当たっては、申立案

件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付状況等の関連資料、周辺事情

として何が存在し、これらをどのように評価すべきか、また、申立人が保険料を納付

しているかなどについて審議を行い、それらを総合的に考慮し申立を認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金４件、国民年金５件） 

厚生年金１件は特例法に基づくあっせんと決定し、他の厚生年金３件及び国民年金

５件は、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

(3) 次回は、12月 19日（金）午後１時30分から、当委員会会議室において開催するこ

ととなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第28回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 15日（月） 13時 20分から16時 50分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）佛性委員（部会長）、竹内委員、氷室委員、坂東委員 

 （総務省）城野次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案３件及び年金記録の訂正の必要はないとするもの７件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第５部会は、12月 22日（月）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第12部会（第11回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 15日（月）   13時 30分から 16時 45分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）児玉委員（第12部会長）、小西委員、渡邊委員、北山委員 

（総務省）中川第二部長、山下次長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金８件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

 

（２）あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件 ６件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 22日（月）に開催することになった。 

 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第28回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 16日（火）  13時 30分から 17時 40分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第二会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西委員（第８部会長）、塩委員、草尾委員、谷山委員 

（総務省）中川第二部長、平原主任調査員ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金12件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点が有るかなどについて、議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の決定 

国民年金案件９件について審議し、２件についてあっせん案を、７件について訂正

不要案を決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、12月 24日（水）に開催することになった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第10部会（第28回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 16日（火） 13時 30分から16時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 第 1会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、松本委員 

 （総務省）桜沢事務室長、辻﨑主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案２件、納付記録の訂正は必要ないとするもの７件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第10部会は12月 22日（月）13時 30分から開催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第28回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 17日（水）   13時 30分から 16時 20分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  第２会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）河村委員（第４部会長代理）、角田委員、矢野委員 

（総務省）中川第二部長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金９件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

⑵  あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件７件について、４件は年金記録を訂正する必要があると、 

３件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

⑶  部会の開催日程等 

次回の部会は、12月 24日（水）に開催することになった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第11部会（第12回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 17日（水） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、田中委員、吉岡委員、桐山委員 

 （総務省）竹下次長、深堀主任調査員、平尾主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件６件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3)次回の第11部会は、12月 24日（水）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第28回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 18日（木） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 第三者委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員(第６部会長)、石谷委員、櫻井委員、高熊重勝委員 

 （総務省）森本調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、被

保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立

を認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回の部会においても、引き続き、申立案件の審議を継続することとされた。 

 

⑵ 部会として国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせん案４件を

審議し、決定した。また、５件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂正の必

要はないと判断した。 

 

⑶ ⑵ 次回の第６部会は12月 25日（木）13時 30分から開催することとなった。 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第２８回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成２０年１２月１８日（木） 13時 30分から17時 15分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第１部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、山下委員 

 （総務省）福田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金１１件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件６件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3) 次回の第９部会は、１２月２２日（月）13時 00分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第28回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 19日（金） 13時 30分から17時 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第２部会：島川委員(部会長）、那須委員、中井委員、小牧委員 

 （総務省）次長、班長ほか 

 

４．議題 

 (1)申立案件の審議 

 (2)あっせん案等の決定 

  

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金５件、国民年金４件） 

厚生年金５件及び国民年金４件の審議に当たっては、申立案件それぞれについて、

申立期間の長さ、配偶者等の納付状況等の関連資料、周辺事情として何が存在し、こ

れらをどのように評価すべきか、また、申立人が保険料を納付しているかなどについ

て審議を行い、それらを総合的に考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点が

あるかなどについて、議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金６件、国民年金４件） 

厚生年金事案２件は特例法に基づくあっせん、国民年金事案２件はあっせんと、そ

れぞれ決定し、他の厚生年金事案４件及び国民年金事案２件は、いずれも年金記録を

訂正する必要はないと決定した。 

(3) 次回は、平成21年１月９日（金）午後１時30分から、当委員会会議室において開

催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第５部会（第29回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 22日（月） 13時 20分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）佛性委員（部会長）、樽谷委員、竹内委員、氷室委員 

 （総務省）城野次長ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ あっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金12件、うち脱退手当金に関す

るのも８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、保険料控除の有無や加入実

態、被保険者が保険料を納付しているか、また、被保険者が脱退手当金を受給

しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべき

か、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、厚生年金事案について年金記録の訂正の必要があるとのあっせ

ん案１件及び年金記録の訂正の必要はないとするもの８件（うち脱退手当金に

関するもの７件）を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第５部会は、平成 21 年１月９日（金）13 時 30 分から開催すること

となった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第９部会（第２９回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成２０年１２月２２日（月） 13時 15分から16時 40分 

 

２．場 所 大阪地方合同庁舎第２号館 近畿管区行政評価局第１部長室 

 

３．出席者 

 （委員会）大西委員（部会長）、小亀委員、中林委員、山下委員 

 （総務省）福田主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

なお、申立案件のうち1件については、申立人からの口頭意見陳述を受け、その内

容を踏まえて審議を行った。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件２件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件７件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3) 次回の第９部会は、１月９日（金）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第10部会（第29回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 22日（月） 13時 30分から16時 50分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 室長室 

 

３．出席者 

 （委員会）片山委員（部会長）、早澤委員、竹本委員、松本委員 

 （総務省）桜沢事務室長、辻﨑主任調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金８件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の

納付状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価

すべきかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立てを認めるべきか、

さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われた。 

⑵ 部会として、国民年金事案について納付記録の訂正が必要であるとのあっせ

ん案３件、納付記録の訂正は必要ないとするもの５件を審議し、決定した。 

⑶ 次回の第10部会は１月６日（火）14時 00分から開催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第12部会（第12回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 22日（月） 13時 00分から16時 20分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会 特別室 

 

３ 出席者 

（委員会）児玉委員（第12部会長）、小西委員、渡邊委員、北山委員 

（総務省）中川部長ほか 

 

４ 議題 

○ 申立案件の審議 

 

５ 会議経過  

（１）申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金11件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

なお、申立案件のうち２件については、申立人からの口頭意見陳述を受け、その内

容を踏まえて審議を行った。 

 

（２）あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件４件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

（３）部会の開催日程等 

次回の部会は、平成21年１月５日（月）13時 30分から開催することになった。 

 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第４部会（第29回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 24日（水）   13時 30分から 17時 10分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会  第２会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）天野委員（第４部会長）、河村委員、角田委員、矢野委員 

（総務省）山下次長、美濃部班長ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（厚生年金２件、国民年金７件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行われ

た。 

⑵  あっせん案等の決定 

厚生年金に係る申立案件８件について、１件は年金記録を訂正する必要があると、 

７件は年金記録を訂正する必要がないと決定した。また、国民年金に係る申立案件７

件について、年金記録を訂正する必要がないと決定した。 

⑶  部会の開催日程等 

次回の部会は、１月８日（木）に開催することになった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第８部会（第29回）議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成20年 12月 24日（水）  13時 30分から 17時 00分 

 

２ 場 所 大阪第２法務合同庁舎 大阪地方第三者委員会第一会議室 

 

３ 出席者 

（委員会）岡西委員（第８部会長）、草尾委員、谷山委員 

（総務省）平原主任調査員ほか 

 

４ 議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５ 会議経過 

⑴  申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った（国民年金10件）。 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者等の納付

状況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、

また、被保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考

慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点が有るかなどについて、議論が行わ

れた。 

 

⑵ あっせん案等の決定 

国民年金案件12件について審議し、４件についてあっせん案を、８件について訂正

不要案を決定した。 

 

⑶ 部会の開催日程等 

次回の第８部会は、平成21年１月７日（水）に開催することになった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第11部会（第1３回）議事要旨 

 

 

１．日 時 平成20年 12月 24日（水） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階特別会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）川口委員（部会長）、田中委員、吉岡委員、桐山委員 

 （総務省）竹下次長、深堀主任調査員、平尾主任調査員ほか 

 

４．議題 

 (1) 申立案件の審議 

 (2) 委員会におけるあっせん案等の審議 

   

５．会議経過 

(1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金９件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、そ

れらを総合考慮し申立てを認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどについて、

議論が行われた。 

 

(2) あっせん案等の決定 

国民年金に係る申立案件３件について、年金記録を訂正する必要があると決定した。 

また、国民年金に係る申立案件６件について、年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 

 

(3)次回の第11部会は、１月７日（水）13時 30分から開催することとなった。 

 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 



 

年金記録確認大阪地方第三者委員会第６部会（第29回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 25日（木） 13時 30分から17時 00分 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎 ５階 第三者委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）児玉委員(第６部会長)、櫻井委員、高熊重勝委員 

 （総務省）田所総務部長、森本調査員ほか 

 

４．議題 

 ⑴ 申立案件の審議 

 ⑵ 部会におけるあっせん案等の審議 

 

５．会議経過 

 ⑴ 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（国民年金10件） 

審議に当たっては、申立案件それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状

況等の関連資料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、被

保険者が保険料を納付しているかなどについて審議を行い、それらを総合考慮し申立

を認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回の部会においても、引き続き、申立案件の審議を継続することとされた。 

 

⑵ 部会として国民年金保険料の納付記録の訂正の必要があるとのあっせん案３件を

審議し、決定した。また、６件の事案について国民年金保険料の納付記録の訂正の必

要はないと判断した。 

 

⑶ ⑵ 次回の第６部会は１月８日（木）13時 30分から開催することとなった。 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 

 



年金記録確認大阪地方第三者委員会第二部会（第29回）議事要旨 

 

１．日 時 平成20年 12月 26日（金） 13時 30分から17時 

 

２．場 所 大阪第２法務合同庁舎５階 当委員会会議室 

 

３．出席者 

 （委員会）第２部会：島川委員(部会長）、那須委員、中井委員、小牧委員 

 （総務省）次長、班長ほか 

 

４．議題 

 (1)申立案件の審議 

 (2)あっせん案等の決定 

  

５．会議経過 

 (1) 申立案件の審議 

申立案件についての審議を行った。（厚生年金６件、国民年金２件） 

厚生年金６件及び国民年金２件の審議に当たっては、申立案件それぞれについて、

申立期間の長さ、配偶者等の納付状況等の関連資料、周辺事情として何が存在し、こ

れらをどのように評価すべきか、また、申立人が保険料を納付しているかなどについ

て審議を行い、それらを総合的に考慮し申立を認めるべきか、さらに調査すべき点が

あるかなどについて、議論が行われた。 

(2) あっせん案等の決定（厚生年金５件、国民年金４件） 

厚生年金事案２件は特例法に基づくあっせん、他の厚生年金事案３件及び国民年金

事案４件は、いずれも年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

(3) 次回は、平成21年１月９日（金）午後１時30分から、当委員会会議室において開

催することとなった。 

 

文責：委員会事務室 

速報につき修正の可能性あり 


	大阪（平成20年12月分）
	12001第26回第五部会（12月１日開催）
	12002第９回第十二部会（12月１日開催）
	12003第26回第八部会（12月２日開催）
	12004第26回第十部会（12月２日開催）
	12005第26回第九部会（12月３日開催）
	12006第10回第十一部会（12月３日開催）
	12007第26回第六部会（12月４日開催）
	12008第26回第二部会（12月５日開催）
	12009第26回第四部会（12月５日開催）
	12010第27回第五部会（12月８日開催）
	12011第10回第十二部会（12月８日開催）
	12012第27回第八部会（12月９日開催）
	12013第27回第十部会（12月９日開催）
	12014第27回第四部会（12月10日開催）
	12015第27回第九部会（12月10日開催）
	12016第11回第十一部会（12月10日開催）
	12017第27回第六部会（12月11日開催）
	12018第27回第二部会（12月12日開催）
	12019第28回第五部会（12月15日開催）
	12020第11回第十二部会（12月15日開催）
	12021第28回第八部会（12月16日開催）
	12022第28回第十部会（12月16日開催）
	12023第28回第四部会（12月17日開催）
	12024第12回第十一部会（12月17日開催）
	12025第28回第六部会（12月18日開催）
	12026第28回第九部会（12月18日開催）
	12027第28回第二部会（12月19日開催）
	12028第29回第五部会（12月22日開催）
	12029第29回第九部会（12月22日開催）
	12030第29回第十部会（12月22日開催）
	12031第12回第十二部会（12月22日開催）
	12032第29回第四部会（12月24日開催）
	12033第29回第八部会（12月24日開催）
	12034第13回第十一部会（12月24日開催）
	12035第29回第六部会（12月25日開催）
	12036第29回第二部会（12月26日開催）

